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2. 自然環境調査計画 

2-1 移植の実施 

基本方針 

 既往調査で移植が可能とされた樹木について、移植前に根回し等を行い、十分に

発根させた上で移植を実施する。 

 事業実施期間中及び事業完了後 1 年間において、残置又は移植した大径木の生育

状況を確認することを目的に、毎年 1 回モニタリング調査を実施する。また、根

回しを行う移植木については、根回し後及び移植後もモニタリング調査を実施す

る。 

 既往調査で移植に適さない樹木についても、可能な限り保存することを念頭に、

樹木医及び施工者の所見を踏まえ、保全に努める。 

 調査時にその他の重要な種が確認された場合は、東京都に報告するとともに、そ

の対応策について協議する。 

 

項目及び内容 

大径木の移植は表 2-1-1 に示すとおりとし、移植の手法に係る選定は図 2-1-1 に示す

とおり実施する。 

また、移植後の大径木の位置は図 2-1-2 に示すとおりである。 

 

表 2-1-1 項目及び内容 

項
目 

移植方法 
移植 

対象木
（番号） 

樹種 移植箇所 根回し時期 移植時期 

内
容
１ 

P7 に基づき、根回しを
行い、十分に発根さ
せ、１年後、移植を行
う 

12 シラカシ 3 号線沿い 令和３年 
２月中旬 
～３月下旬 

令和４年 
１月上旬 
～３月下旬 

35 ソメイヨシノ 3 号線沿い 

50 クスノキ 緑地 1 

80 コブシ 緑地 1 

84 コブシ 緑地 1 

93 ケヤキ 緑地 1 

94 イロハカエデ 3 号線沿い 

95 イタヤカエデ 緑地 2 

105 モチノキ 緑地 2 

内
容
２ 

P7 に基づき、移植を行
う 

11 サクラ 緑地 2 

― 

令和３年 
２月中旬 
～３月下旬 

15 ペカン 3 号線沿い 

24 ムクロジ 緑地 2 

30 サクラ 緑地 1 

92 モチノキ 緑地 2 

100 イロハモミジ 緑地 2 

103 アカマツ 緑地 2 

※11、24、30、100、103 は、可能な限り保存することを念頭に、樹木医及び施工者の所見を踏まえ、移植す

るものである。 

15、92 については、杉並区の貴重木に指定されていたものであり、現在の樹形をできる限り損なわないよ

う維持することが望ましい。根回しを実施した状態で支えを行うには一定程度の剪定が必要となる。樹木の

良好な成育や樹形の確保を図り台風等による倒木の恐れを回避する必要がある。また、11、24、30、100、103

についても、樹木の良好な成育や樹形の確保を図り、現在及び移植後の樹形をできる限り損なわないよう維

持することが望ましい。 

本移植工程の検討にあたり、別途、樹木医へ確認したところ、けやき屋敷内の土壌は、腐葉土で構成され

る同種の土壌であり、移植の際の木への負担が通常土壌への移植よりも少ないとの所見を受け、適切な根鉢

を確保後、内容 2 の樹木については、本年度移植する計画としたものである。 
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その他 

No.7、No.97 及び No.139 は、樹木の日常管理の中で樹木医の所見を踏まえ、倒木等に

よる第三者被害が発生する恐れがあるため、伐採するものである。 

No.7  …腐朽空洞のある幹や根元は樹体を支える構造的強度に欠陥があるため。 

No.97 …下草刈りを行ったところ、地際が腐朽しており、幹周に著しい損傷があり、

倒木する恐れがあるため。 

No.139…幹の 2/3 程度が枯れ、倒木の恐れがあるため。 

 

No.10 は、現地精査した結果、建築計画に配慮することで、残置が可能となり、保全

するものである。 

 

     

  

 

図 2-1-1 移植のフロー 
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図 2-1-2 保全及び移植後の大径木の位置 
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2-2 事後調査（モニタリング調査） 

基本方針 

事業実施期間中及び事業完了後 1 年間において、残置又は移植した大径木の生育状況

を確認することを目的に、毎年 1 回モニタリング調査を実施する。また、根回しを行う

移植木については、根回し後もモニタリング調査を実施する。 

 

調査項目及び調査内容 

モニタリング調査は表 2-2-1 に示すとおり、生育状況調査により実施する。 

 

表 2-2-1 調査項目及び調査内容 

項目 調査内容 

調査範囲 B 街区内 

生育状況調査 調査日 根回し後：令和 3 年 4 月（P15 表 2-1-1 の内容 1） 
移植後 ：令和 3 年 4 月（P15 表 2-1-1 の内容 2） 
     令和 4 年 4 月（P15 表 2-1-1 の内容 1） 
※事業実施期間中及び事業完了後 1 年間において、毎年 1 回実施する。 

 

調査方法 

 残置又は移植した大径木を対象に、生育状況調査を実施する。 

 生育状況調査は、樹木ごとに樹勢、樹形、枝の伸張量、枝葉枯損の有無、樹皮状

態、幹の腐朽等を記録する。 

 調査精度を確保するために樹木医による生育状況調査を行う。 
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3. 全体工程 

3-1 工程表 

今後の自然環境保全実施計画に係る工程は表 3-1-1 に示すとおりである。 

 

表 3-1-1 自然環境保全実施計画に係る工程 
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